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支援金交付要項 

 

（趣 旨） 

第１条   この交付要項は、公益財団法人鳥取県体育協会（以下「協会」という。）が、協会加盟団

体等（以下「団体等」という。）に、賛助会費による支援金を交付することに関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（交付の対象） 

第２条   協会会長（以下「会長」という。）は、団体等が行う別に定める事業（以下「支援事業」

という。）に要する経費のうち、支援の対象として会長が認める経費について、予算の範

囲内で支援金を交付する。 

 

（交付申請手続） 

第３条   団体等が、支援金を受けようとするときは、交付申請書（様式第１号）に事業計画書等

（様式第２号）を添付し、会長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の通知） 

第４条   会長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行

い、交付決定通知書を団体等に送付するものとする。 

 

（交付の請求） 

第５条   団体等は、支援金の交付の請求をしようとするときは、請求書（様式第３号）に交付決定

通知書の写しを添えて会長に提出するものとする。 

 

（計画変更の承認） 

第６条   団体等は、支援事業に変更が生じた場合は変更承認申請書（様式第４号）に変更の内容を

記載した書類を添えて会長に提出しなければならない。ただし、支援金の額に影響を及ぼ

さない軽微な変更（事業総額の２０パーセント以内）については、この限りではない。 

 

（交付の条件） 

第７条   会長は、支援金交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付すことが

できる。 

 

（事業実施期間） 

第８条   支援事業は、毎年度当該年度末までに完了しなければならない。 

 

 

 



 

 

（報告及び検査） 

第９条   会長は、支援目的を達成するために必要があると認めるときは、団体等から報告を求め、

又はその指名した職員に当該支援事業等に係る証拠書類等を検査させることができる。 

 

（実績報告） 

第 10 条   団体等は、実施事業の内、指定した事業が完了したとき（助成事業の廃止の承認を受け

たときを含む。）は、その日から３０日以内又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日ま

でに事業の成果を記載した実績報告書（様式第５号関係）を会長に提出しなればならな

い。 

 

（交付額の確定及び通知） 

第 11 条 １ 会長は、実績報告書を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条項に適合すると認め

たときは、交付すべき支援金の額を確定し、団体等に通知するものとする。 

     ２ 団体等は、支援金の額が確定したとき、すでにその額を越える支援金が交付されている

場合は、その超える額の支援金を速やかに返還しなければならない。 

 

（帳簿の備付） 

第 12 条   団体等は、第１０条の規定に基づき指定された事業について、収支を明らかにした帳簿

を備えるとともに、証拠書類を整理し、事業完了の翌年から起算して５カ年間保管しな

ければならない。 

 

  附 則 

 この要項は、平成２８年４月１日から施行する。  



 

 

平成２９年度支援事業（第２条関係） 

 

 

モデル的な事業を中心に事業を実施する。（予算の範囲内による定額支援） 

 

 

（１）競技力向上事業 

 

ジュニア期の一貫指導・育成支援事業 

 

 【高校運動部指定】    （指定事業） 

 １ 目  的  運動部を指定することにより、競技力の向上を図り国体等での入賞を目指す。 
 ２ 内  容  過去３年間インターハイ等の全国大会で入賞実績がない又は過去一度も入賞実績は

ないが、支援することにより全国レベルに到達することが期待できる運動部 
高等学校運動部（２０部 申請者は学校長とする。学校口座へ振り込み） 

 ３ 金  額  一運動部当たり 20,000 円とする。 
 

 

トップアスリート支援事業 

 

 【支援金給付】 

 １ 目  的  大学に進学したトップアスリートに競技を継続してもらうため、支援を行う。 
 ２ 内  容  競技継続に必要な経費（サプリメント購入費等） 

大学１年生（４人 県体協事務局で対象者を選考） 
（申請により給付決定後、本人口座へ振り込み） 

 ３ 金  額  一人当たり 50,000 円（年額）とする。 
 

 

医科学サポート支援事業 

 

 【スポーツ栄養士派遣】 

 １ 目  的  競技力向上に不可欠な栄養全般についての講習を希望する団体等に、スポーツ栄養

士を派遣することにより、けがをしにくい体作りなど、スポーツ選手の体質改善等の

一助とする。 
 ２ 内  容  講習会開催経費のうちスポーツ栄養士の派遣に要する経費 
          （団体等から派遣依頼をもらい、事業実施確認後、本人口座へ振り込み）  
 ３ 金  額  一回当たり 10,000 円（旅費及び謝金込）とする。 
 



 

 

 

 

 

総合型地域スポーツクラブ育成支援事業 

 

 【トップアスリート招聘】 （指定事業） 

 １ 目  的  総合型地域スポーツクラブで組織する協議会や単一クラブ等が、トップアスリート

を招聘して講演会等を行うことにより、組織の運営基盤強化や会員の資質向上を図

る。 
 ２ 内  容  講演会開催経費（講師旅費、謝金及び会場使用料等）を支援 

総合型地域スポーツクラブ等（１ヶ所 指定口座へ振り込み） 
 ３ 金  額  100,000 円とする。 
 

 

 【指導者招聘】      （指定事業） 

 １ 目  的  総合型地域スポーツクラブが指導者を招聘して教室等を開催することにより、会員

確保やクラブの活性化を図る。 
 ２ 内  容  教室等の開催経費（講師旅費、謝金及び会場使用料等）を支援 

総合型地域スポーツクラブ（５クラブ 指定口座へ振り込み） 
 ３ 金  額  １クラブ当たり 10,000 円とする。 
 


